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以下に各エリアの面積とエリア毎の囲い込み工を示す。 

 

表-1 各エリアの面積 

各エリア 面 積（㎡） 

旧処分場外 

汚染源域 370 

低水護岸部 1,900 

高水敷部 4,100 

計 6,370 

北側・振子川護岸エリア 2,300 

旧処分場内 5,500 

合 計 14,170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 エリア毎の囲い込み工 
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３ PCB の性状・挙動について 

PCB は水よりも比重が大きい（1.4～1.5）、非親水性の液体である。地盤構成物（土壌等）に

対する吸着性が大きいため、汚染は地下浅部にとどまっていることが多いが、土壌間隙の吸着

容量を超えると、重力により帯水層まで達すると想定される。帯水層に達しても、地下水中に

はほとんど溶解拡散せず、土壌間隙に吸着しながらも重力で沈降し、最終的には不透水層上面

まで達すると想定される。 

一方、油は、比重概ね 0.91 の非親水性の液体で、地下水面付近（不飽和帯と飽和帯水層の境

界）付近に存在している。地盤構成物（土壌等）に対する吸着性があり、最大十数%までが土壌

間隙中に保持されるが、それ以上の濃度となると、不飽和帯と帯水層との間に「油相」を形成

して存在する形となる（基本的に L-NAPLS としての挙動を示す；図-4）。有害物質ではないが、

公共用水域に油膜を生じさせる根源として、「汚染源」として見ることもできる。なお油相は、

油として回収されると「廃油（廃棄物）」としての処理が必要である。 

 

 
 

「油汚染対策ガイドライン－鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油膜問題への土地所有者等によ

る対応の考え方－」（中央環境審議会土壌農薬部会・土壌汚染技術基準等専門委員会、2006）より 

 

図-4 想定される油と PCB の挙動 

 
本事案における有害物質である PCB は、不飽和帯中に不法投棄された廃棄物に由来するもの

である。この PCB は、本来であれば帯水層中で地下水中に溶解拡散せず、鉛直方向（深度方向）

に土壌汚染を拡散させる挙動が予想されるが、調査結果からは、地下水面上に形成されている

「油相」に溶け込むことにより、より深部には拡がらず、地下水流動に伴って周辺に拡散して

いる状況が確認されている。 
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４ 囲い込み工方式について 

(1)方式の種類 

地盤中に物質移動を制限する「壁」を設けると、多かれ少なかれ地下水や汚染物の移動挙動

が変化し、一般論としては、壁の上流側の地下水位が上昇する。そのため、施工中や施工後の

地下水変化については、観測井戸により継続してモニタリングを実施する必要がある。 
囲い込み工方式は、前回委員会で示した「浮き型」と「根入れ型」に区分され、以下に、本

事案における「根入れ型」と「浮き型」方式の適用性を検討する。 

【根入れ型】 

囲い込み範囲内の地下水流動は基本的にないため、油の移動は発生しない。また、地表から

雨水が浸透すると、囲い込み内部の水位が上昇して、壁を透過しようとする外向きの力が働く。

壁の内外で発生する圧力差を、壁の遮水性のみで支えることとなるため、要求される遮水性能

も高い（10-6cm/sec 以下）。また、囲い込み範囲内の雨水浸透抑制対策（キャッピング等）と、

揚水等による地下水位の管理も必須であり、しかも壁が存在する限り、それが恒久的に必要と

なる。 

さらに、根入れ型囲い込みの存在は、河川管理の観点からも、通水断面中における障害とし

て、軽視できない存在となる。 

【浮き型】 

帯水層は透水性が高い一連の砂礫からなっており、「壁」の下で連続しているため、地下水位

の差は基本的に発生しない。同一地点における年間を通しての水位変動幅は、台風直後の大増

水時などを除いても 0.5m 程度ある（図-5 参照）が、この程度の水位差は、地下水が壁の下を

移動することによって速やかに解消されるため、壁の内外に極端な水位差が発生することはな

い。壁の下の透水係数は 10-1cm/sec 程度と高いため、それよりも透水性が十分に低い壁であれ

ば問題ないことから、結果として、壁自体に求められる遮水性能も、根入型と比較すると低い。 

また、河川管理の観点からも、通水断面確保に対する影響は小さく、対策完了も残置できる

可能性がある。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 2011 年 8 月～2012 年 3 月の地下水位観測結果 
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５ 囲い込み工法について 

囲い込み工法は種々あるが、前回委員会では、拡散防止機能を担保することができる工法を

対象に、特に、本事案現場での適用性についての工法比較を提示した。（表-2） 

囲い込み工法は、拡散防止機能を有していることが前提となり、選定に際しては、発生する

PCB 含有汚泥等の廃棄物を保管する必要があることも考慮する必要がある。また、囲い込み工

設置後は、汚染源域の廃棄物の掘削や油回収の措置を行う必要があり、土留め機能を兼ね備え

た囲い込み工が必要である。 

これらのことから、地下水面上に存在する油の拡散防止を目的とした囲い込み工は、施工に

伴い発生する廃棄物量も少なく、囲い込み工設置後に土留め壁として活用できる鋼矢板工法が

妥当であると考えられる。 

 

・拡散防止機能を有しており、発生する廃棄物量が少なく、土留め壁として活用できる囲い込み

工→鋼矢板工法が妥当であると考えられる。 

 

【鋼矢板の遮水係数について】 

鋼矢板の遮水係数については、土壌汚染対策法（以下「土対法」という。）の「原位置封じ

込め」の措置で示されている遮水係数を参考にしている。土対法で示されている遮水性能は、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最

終処分場に係る技術上の基準を定める省令」（以下「基準省令」という）を準拠しており、基

準省令では、側面・底面遮水工の遮水性能として 次のいずれかの要件を満たさなければなら

ないとされている。 

(1) 厚さ 50cm 以上かつ透水係数 1×10- 6cm/s 以下の粘土層、または、これと同等以上の層

に遮水シートが敷設されていること。 

(2) 厚さ5cm 以上かつ透水係数1×10- 7cm/s 以下のアスファルト・コンクリート層、または、

これと同等以上の層に遮水シートが敷設されていること。 

(3) 表面に二重の遮水シートが敷設されていること（ 二重の遮水シートが同時に損傷するこ

とを防止できる不織布等の保護層が設けられているものに限る）。ただし、処分場底面に

不透水地盤が存在する場合には、以下の側面遮水工を設ける。 

(4) 不透水性地盤よりも上に位置する透水性地盤が、ルジオン値が 1 以下になるまで薬液注

入等により固化されていること。 

(5) 厚さ 50cm 以上かつ透水係数 1×10- 6cm/s 以下の連続壁が不透水性地盤まで設けられて

いること。 

(6) 鋼矢板が不透水性地盤まで設けられていること。 

上記(1)～(3)は、底面や法面における遮水工を対象に適用されるものと考えられる。一方、

(4)～(6)については鋼矢板等の側面遮水工を対象としている。 

鋼矢板の遮水性能の評価は、背後地盤を含めて鋼矢板を厚さ 50cm の均一層として置換し

た換算透水係数によって、鋼矢板の遮水性能が評価される。求められた換算透水係数が 1×

10- 6cm/s 以下である鋼矢板は、(5)の記述と同等の性能を満たすものと考えられる。 

以上のことより本事案の鋼矢板の遮水係数は 1×10-6 cm/s 程度としている。 

 




